
　
新
制
度
で
は
、
３
つ
の
認
定
区
分

（
下
表
参
照
）
に
応
じ
て
、
施
設
な

ど
（
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど

も
園
、
地
域
型
保
育
）
の
利
用
先
が

決
ま
り
ま
す
。
入
所
の
手
続
き
の
流

れ
は
こ
れ
ま
で
と
大
き
く
変
わ
り
ま

せ
ん
が
、
保
育
所
入
所
申
込
の
際
、

「
支
給
認
定
申
請
書
」
を
提
出
し
、

新
た
に
保
育
の
必
要
性
に
応
じ
た

「
認
定
」
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
保
育
所
な
ど
で
保
育
を
希
望
す
る

場
合
、
保
育
認
定
（
２
号
・
３
号
）

に
当
た
っ
て
は
、
次
の
３
点
が
考
慮

さ
れ
ま
す
。

１
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由

①
就
労
（
フ
ル
タ
イ
ム
、パ
ー
ト
タ
イ

　
ム
、
夜
間
な
ど
す
べ
て
の
就
労
）

②
妊
娠
、
出
産

③
保
護
者
の
疾
病
、
障
が
い

④
同
居
か
長
期
入
院
な
ど
し
て
い
る

　
親
族
の
介
護
・
看
護

⑤
災
害
復
旧

⑥
求
職
活
動
（
起
業
準
備
を
含
む
）

⑦
就
学
（
職
業
訓
練
校
な
ど
を
含

　
む
）

⑧
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
恐
れ
が
あ
る
こ
と

⑨
育
児
休
業
取
得
時
に
、
す
で
に
保

　
育
を
利
用
し
て
い
る
こ
と

⑩
そ
の
他
、
①
〜
⑨
に
類
す
る
状
態

　
と
し
て
市
が
認
め
る
場
合

２
保
育
の
必
要
量
　

　
１
の
①
「
就
労
」
な
ど
が
理
由
の

場
合
、
次
の
い
ず
れ
か
に
区
分
さ
れ

ま
す
。

Ａ
「
保
育
標
準
時
間
」
利
用
…
フ
ル

　
タ
イ
ム
就
労
を
想
定
し
た
利
用
時

　
間
（
最
長
11
時
間
）

Ｂ
「
保
育
短
時
間
」
利
用
…
パ
ー
ト

　
タ
イ
ム
就
労
を
想
定
し
た
利
用
時

　
間
（
最
長
８
時
間
）

３
「
優
先
利
用
」
へ
の
該
当
の
有
無

　
ひ
と
り
親
家
庭
、
生
活
保
護
世

帯
、
生
計
中
心
者
の
失
業
、
お
子
さ

ん
に
障
が
い
が
あ
る
場
合
な
ど
に

は
、
保
育
の
優
先
的
な
利
用
が
必
要

と
判
断
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
入
所
を
保
障
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
問
合
せ
　
児
童
課
保
育
係
（
直
通

　
５
５
８
・
１
９
８
２
）

※
詳
し
く
は
、
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ

　
ー
ジ
（h

ttp
:/
/
w
w
w
8
.c
a

　o
.g
o
.jp
/
sh
o
u
sh
i/
sh
in
s

　e
id
o
/
in
d
e
x
.h
tm
l

）
を
ご

　
覧
く
だ
さ
い
。

▽
幼
稚
園
園
児
募
集
　
平
成
27
年
度

　
の
市
内
幼
稚
園
の
入
園
手
続
き

　
は
、
今
ま
で
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、「
支
給
認
定
」
の
申
請
は
、

　
必
要
あ
り
ま
せ
ん
（
平
成
28
年
度

　
以
降
は
、
未
定
で
す
）
。

▽
願
書
配
布
　
10
月
15
日
（水）
〜

▽
願
書
受
付
　
11
月
1
日
（土）
〜

※
詳
し
く
は
各
幼
稚
園
に
お
問
い

　
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

再生紙を使用
しています

保
育
認
定
の
判
断
基
準

新
制
度
で
何
が
変
わ
る

世
帯
と
人
口

―平成26年10月1日現在―
世帯 34,218世帯
人口 81,809人（前月比 24人減）
男　 40,836人
女　 40,973人

○市役所
　●相続・遺言など暮らしの手続相談…７日㈮
　●税務相談…10日㈪
　●法律相談…11日㈫・25日㈫
　●交通事故相談…12日㈬
　●登記相談…21日㈮
　●行政相談…26日㈬

○五日市出張所
　●法律相談…６日㈭
　●人権身の上相談…28日㈮

○時間　午後１時30分～４時30分

○予約　法律相談は、相談日の７日前の午前

　８時30分から電話で受け付けます。その他

　の相談は、随時受け付けます。

○予約・問合せ　市民課市民相談窓口係�

　（直通５５８－１２１６）

１号認定…教育標準時間認定
　（※）　３歳以上で幼稚園などを希望
　　（利用先…幼稚園、認定こども園）
２号認定…３歳以上・保育認定
　　（利用先…保育所、認定こども園）
３号認定…３歳未満・保育認定
　　（利用先…保育所、認定こども園、
　　　　　　　地域型保育）
※平成27年度の市内幼稚園の認定手続き
　はありません。

○対象　平成27年４月から新規に保育所の入所を希望する方

○入所申込書の配布　12月１日㈪から市内各保育所、児童課、五日市出張所で配布します。

○受付日時　12月15日㈪から平成27年１月15日㈭まで。平日午前８時30分～午後５時

　（平成27年１月14日㈬は児童課のみ午後８時まで受付）

○提出先　児童課、五日市出張所

※選考基準により優先順位を決定し、利用者の各保育所への振り分けを行います。

※市外の保育所を希望される方は、保育所の所在する区市町村の申込み期限前までに手続

　きをする必要があります。申込み期限を確認の上、早めにご相談ください。

○保育料　新制度における保育料は、国が今後定める基準の範囲内で市が決定します。

○その他　現在保育所に入所中で4月以降も入所の継続を希望する方

・市内保育所の継続…12月１日㈪から入所保育所を通じて「家庭状況調査書」を配布しま

　す。平成27年１月30日㈮までに提出してください。

・市外保育所の継続…11月10日㈪から「家庭状況調査書」を送付します。12月19日㈮まで

　に提出してください。

表

12月１日㈪～
「支給認定申請書」・
「保育所入所申込書」

同時配布開始

認定に応じ申請者
の希望、保育所の
空き状況などから
市が調整　　　　

12月15日㈪
 受付開始

（同時申請）

平成27年
１月15日㈭
受付締切り

認定書
交　付

入所
決定

新制度における教育・保育の体系

幼稚園
３～５歳

幼児期の教育を行う学校

認定こども園
０～５歳

幼稚園＋保育所
教育と保育を一体的に行う施設

保育所
０～５歳

就労などのため家庭で保育がで
きない保護者に代わって保育す
る施設

地域型保育
０～２歳

①家庭的保育（保育ママ）　
　定員５人以下の保育
②小規模保育
　定員６～１９人の保育
③事業所内保育　
　会社の事業所内保育施設など
④居宅訪問型保育　
　障害・疾病など、個別のケアが
　必要な場合、保護者の自宅で１
　対１で保育を実施


